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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
年
金
不
正
免
除
等
事
件
の
刑
事
告
発
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
八
月
三
日
に
社
会
保
険
庁
が
公
表
し
た
「
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
等
に
係
る
事
務
処
理
に
関
す
る
第
三
次

調
査
報
告
書
」
に
お
け
る
国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
若
し
く
は
若
年
者
に
対
す
る
納
付
猶
予
（
以
下
「
全
額
免
除
等
」

と
い
う
。
）
に
係
る
不
適
正
な
事
務
処
理
（
本
人
の
意
思
を
確
認
し
な
い
ま
ま
全
額
免
除
等
の
承
認
手
続
を
行
っ
た
も
の
（

以
下
「
不
適
正
な
事
務
処
理
類
型
一
」
と
い
う
。
）
又
は
電
話
等
に
よ
り
本
人
の
意
思
を
確
認
し
た
上
で
職
員
が
申
請
書
を

代
筆
し
、
全
額
免
除
等
の
承
認
手
続
を
行
っ
た
も
の
（
以
下
「
不
適
正
な
事
務
処
理
類
型
二
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
）
又

は
住
所
が
不
明
な
被
保
険
者
の
取
扱
い
に
係
る
不
適
正
な
事
務
処
理
（
以
下
「
免
除
等
に
係
る
不
適
正
な
事
務
処
理
」
と
い

う
。
）
に
関
し
、
こ
れ
に
か
か
わ
っ
た
と
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
た
社
会
保
険
庁
の
職
員
は
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

免
除
等
に
係
る
不
適
正
な
事
務
処
理
の
う
ち
、
不
適
正
な
事
務
処
理
類
型
一
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
申
請
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
当
該
承
認
手
続
を
行
っ
た
こ
と
が
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
九
十
条
第
一
項

又
は
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。

一



）
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
り
、
不
適
正
な
事
務
処
理
類
型
二
に
つ
い
て
は
、
電
話
等
に
よ
り

本
人
の
意
思
を
確
認
し
た
上
で
職
員
が
申
請
書
を
代
筆
し
た
が
、
当
該
申
請
書
に
本
人
の
押
印
又
は
自
署
が
な
か
っ
た
こ
と

が
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
手
続
に
違
反
し
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
免
除
等
に
係
る
不
適
正
な
事
務
処
理
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
九

十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
違
反
行
為
に
つ
い
て
も
罰
則

規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
行
為
に
か
か
わ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
上
の
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
る

場
合
が
あ
り
、
現
に
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
、
国
民
年
金
法
第
九
十
条
第
一
項
、
第
九
十
条
の
二
第
二
項
、
第
九
十
条
の

三
第
一
項
又
は
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
違
反
と
な
る
事
案
に
か
か
わ
っ
た
と
し
て
国
家
公
務
員
法
第

八
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
基
づ
く
懲
戒
処
分
と
し
て
停
職
、
減
給
若
し
く
は
戒
告
の
処
分
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
矯
正
措
置
と
し
て
訓
告
若
し
く
は
厳
重
注
意
の
処
分
（
以
下
「
処
分
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
職
員
の
数
は
、
四
百
十
七

人
で
あ
り
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
七
十
九
条
の
違
反
と
な
る
事
案
に
か
か
わ
っ
た
と
し
て
処
分
を
受
け
た
職
員
の
数
は
、

千
十
四
人
で
あ
る
。
ま
た
、
免
除
等
の
不
適
正
な
事
務
処
理
に
か
か
わ
っ
た
と
し
て
、
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
九

十
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
処
分
を
受
け
た
職
員
の
数
は
、
千
四
百
三
十
五
人
で
あ
る
。 二



三
に
つ
い
て

免
除
等
に
係
る
不
適
正
な
事
務
処
理
に
関
し
犯
罪
が
あ
っ
た
と
思
料
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
な
結
論

に
達
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
社
会
保
険
庁
と
し
て
刑
事
告
発
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

三


